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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第36期

第３四半期累計期間

第37期

第３四半期累計期間
第36期

会計期間
自  平成24年１月１日

至  平成24年９月30日

自 平成25年１月１日

至 平成25年９月30日

自 平成24年１月１日

至 平成24年12月31日

売上高 （千円） 9,195,508 9,356,084 12,989,151

経常利益 （千円） 1,962,017 1,793,397 2,803,993

四半期（当期）純利益 （千円） 1,094,799 1,055,495 1,574,673

持分法を適用した
場合の投資利益

（千円） － － －

資本金 （千円） 1,491,350 1,491,350 1,491,350

発行済株式総数 （株） 22,975,189 22,975,189 22,975,189

純資産額 （千円） 9,061,763 10,236,050 9,542,581

総資産額 （千円） 12,124,035 13,370,859 13,063,656

１株当たり四半期（当期）純利益金額 （円） 47.68 45.97 68.58

潜在株式調整後
１株当たり四半期（当期）純利益金額

（円） － － －

１株当たり配当額 （円） 5.50 5.50 16.00

自己資本比率 （％） 74.7 76.6 73.0

　

回次
第36期

第３四半期会計期間

第37期

第３四半期会計期間

会計期間
自 平成24年７月１日

至 平成24年９月30日

自 平成25年７月１日

至 平成25年９月30日

１株当たり四半期純利益金額        （円）              16.02             14.44

　

(注) １ 当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

３ 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。

４ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在していないため、記載し

ておりません。

　

２ 【事業の内容】

当第３四半期累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業内容につい

て、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期累計期間における、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項の

うち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記

載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　
２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　
３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)  経営成績の分析

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策効果によりデフレ状況を徐々に脱

しつつあり、景気は緩やかな回復を見せております。一方、海外経済は弱い回復が続くものの、ア

メリカの財政政策の動向、中国やその他新興国経済の先行きや欧州政府債務問題等、依然として不

透明な状態が続いております。

自動車業界におきましては、依然として小型・ハイブリッドの低燃費車並びに軽自動車が消費者

からの支持を集めております。新車販売台数に関しましては、９月については昨年エコカー補助金

終了による急激な落ち込みがあったため、前年同月比で１割増の動きが見られましたが、全体的に

は前年実績を下回る傾向にあります。その一方でガソリン価格は高止まりが続いており、好転の兆

しを見せる個人消費も日常消費の節約志向の傾向は根強く、厳しい経営環境が継続しております。

このような市場環境の下、自動車用潤滑油の販売面では、当社の強みとする環境配慮型の低粘

度・省燃費のプレミアムオイル、並びにオートマチックミッション用オイルの拡販に引き続き焦点

を当て、高付加価値商品の構成比向上を図ってまいりました。また、７月には部分合成油DC－

Turbo 5W-30 を新発売し、カーショップチャネルにおけるカストロールブランドの中価格帯ゾーン

でのテコ入れを図りました。

この結果、当第３四半期累計期間における売上高は9,356百万円（前年同四半期比1.7％増）、営業

利益は1,790百万円（前年同四半期比8.0％減）、経常利益は1,793百万円（前年同四半期比8.6％

減）、四半期純利益は1,055百万円（前年同四半期比3.6％減）となりました。

　

(2)  財政状態の分析

(流動資産）

当第３四半期会計期間末における流動資産の残高は、12,651百万円（前事業年度末は12,560百万

円）となり、91百万円増加いたしました。これは、主に現金及び預金（70百万円の増加）、受取手

形及び売掛金（1,096百万円の減少）、商品及び製品（157百万円の増加）、短期貸付金（862百万円

の増加）及び未収入金（75百万円の増加）によるものです。（なお、貸付金の内容は、BPグループ

のインハウス・バンクを運営しているビーピー・インターナショナル・リミテッドに対するもので

あります。）

(固定資産）

当第３四半期会計期間末における固定資産の残高は、719百万円(前事業年度末は503百万円）とな

り、215百万円増加いたしました。これは、有形固定資産（50百万円の増加）、無形固定資産（52百

万円の増加）及び投資その他の資産（112百万円の増加）によるものです。
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(流動負債）

当第３四半期会計期間末における流動負債の残高は、3,097百万円（前事業年度末は3,486百万

円）となり、388百万円減少いたしました。これは、主に支払手形及び買掛金（146百万円の減

少）、未払金（263百万円の減少）、未払費用（551百万円の増加）、未払法人税等（474百万円の減

少）及び賞与引当金（56百万円の減少）によるものです。

(固定負債）

当第３四半期会計期間末における固定負債の残高は、36百万円（前事業年度末は35百万円）とな

り、１百万円増加いたしました。これは、主に繰延税金負債の増加によるものです。

(純資産）

当第３四半期会計期間末における純資産の残高は、10,236百万円（前事業年度末は9,542百万円）

となり、693百万円増加いたしました。これは、利益剰余金が四半期純利益により1,055百万円増加

し、剰余金の配当により367百万円減少したことによるものです。

　
(3)  事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

　
(4)  研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 118,000,000

計 118,000,000

　
② 【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)

(平成25年９月30日)

提出日現在

発行数(株)

(平成25年11月13日)

上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名

内容

普通株式 22,975,189 22,975,189
東京証券取引所
市場第一部

完全議決権株式であり、株主
として権利内容に制限のな
い、標準となる株式。

単元株式数 100株

計 22,975,189 22,975,189 － －

　
(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高

(千円)

平成25年７月１日～
平成25年９月30日

― 22,975,189 ― 1,491,350 ― 1,749,600

　
(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日（平成25年６月30日）に基づく株主名簿による

記載をしております。

① 【発行済株式】

平成25年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 17,000

完全議決権株式（その他） 普通株式 22,950,900 229,509 －

単元未満株式 普通株式 7,289 － １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 　 22,975,189 － －

総株主の議決権 － 229,509 －

(注) １  「完全議決権株式(自己株式等)」欄は、全て当社保有の自己株式であります。

２  「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」欄は、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ14,000

株及び80株含まれております。なお、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の

数140個が含まれております。

３  「単元未満株式」欄は、当社所有の自己株式が46株含まれております。

　
② 【自己株式等】

平成25年６月30日現在

所有者の氏名

又は名称
所有者の住所

自己名義

所有株式数

(株)

他人名義

所有株式数

(株)

所有株式数

の合計

(株)

発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(％)

（自己保有株式）

ビーピー・カストロール
株式会社

東京都品川区大崎一丁目
11番２号ゲートシテイ大
崎イーストタワー

 

17,000

 

－

 

17,000

 

0.07

計 － 17,000 － 17,000 0.07

　
２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１ 四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内

閣府令第63号）に基づいて作成しております。

　
２ 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間（平成25年７月１日

から平成25年９月30日まで）及び第３四半期累計期間（平成25年１月１日から平成25年９月30日まで）に

係る四半期財務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。

　
３ 四半期連結財務諸表について

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）第５条第

２項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目

からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げ

ない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

① 資産基準 0.0％

② 売上高基準 ―％

③ 利益基準 △0.0％

④ 利益剰余金基準 0.0％

※会社間項目の消去後の数値により算出しております。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成24年12月31日)

当第３四半期会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 43,084 114,022

受取手形及び売掛金 2,853,441 1,756,813

商品及び製品 402,184 560,065

原材料及び貯蔵品 33,577 39,505

前払費用 15,988 31,852

繰延税金資産 304,083 304,083

短期貸付金 8,349,166 9,211,624

未収入金 549,364 624,497

その他 9,276 9,067

流動資産合計 12,560,166 12,651,532

固定資産

有形固定資産 322,083 372,680

無形固定資産 7,376 59,796

投資その他の資産 174,030 286,849

固定資産合計 503,489 719,326

資産合計 13,063,656 13,370,859

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,285,140 1,138,142

未払金 860,217 596,462

未払費用 557,053 1,108,267

未払法人税等 608,490 134,260

預り金 15,981 14,716

賞与引当金 135,281 78,806

その他 23,864 27,224

流動負債合計 3,486,028 3,097,880

固定負債

繰延税金負債 6,452 9,389

受入保証金 28,594 27,539

固定負債合計 35,046 36,928

負債合計 3,521,074 3,134,808

純資産の部

株主資本

資本金 1,491,350 1,491,350

資本剰余金 1,749,600 1,749,600

利益剰余金 6,304,102 6,992,267

自己株式 △6,489 △6,489

株主資本合計 9,538,563 10,226,728

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 4,018 9,322

評価・換算差額等合計 4,018 9,322

純資産合計 9,542,581 10,236,050

負債純資産合計 13,063,656 13,370,859
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(2)【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期累計期間
(自 平成24年１月１日
　至 平成24年９月30日)

当第３四半期累計期間
(自 平成25年１月１日
　至 平成25年９月30日)

売上高 9,195,508 9,356,084

売上原価 4,488,467 4,764,001

売上総利益 4,707,041 4,592,083

販売費及び一般管理費 2,760,982 2,801,686

営業利益 1,946,059 1,790,396

営業外収益

受取利息 17,683 20,916

受取賃貸料 11,588 11,588

受取手数料 9,945 9,243

受取補償金 2,703 4,454

為替差益 2,105 －

その他 2,996 2,555

営業外収益合計 47,022 48,758

営業外費用

売上割引 31,061 23,552

為替差損 － 22,203

その他 2 1

営業外費用合計 31,063 45,757

経常利益 1,962,017 1,793,397

特別損失

固定資産除却損 421 623

特別退職金 － 15,482

特別損失合計 421 16,105

税引前四半期純利益 1,961,596 1,777,291

法人税等 866,796 721,796

四半期純利益 1,094,799 1,055,495
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【会計方針の変更等】

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成25年１月１日以後に取得した有形固

定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これによる損益に与える影響は軽微であります。

　

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

（税金費用の計算）

税金費用について、当第３四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しておりま

す。
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【注記事項】

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３

四半期累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりでありま

す。

　 前第３四半期累計期間
(自  平成24年１月１日

   至  平成24年９月30日)

当第３四半期累計期間
(自  平成25年１月１日
  至  平成25年９月30日)

減価償却費 111,039千円 130,100千円

　
(株主資本等関係)

Ⅰ  前第３四半期累計期間（自  平成24年１月１日  至  平成24年９月30日）

１.配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年３月27日
定時株主総会

普通株式 241,061 10.5 平成23年12月31日 平成24年３月28日 利益剰余金

平成24年７月27日
取締役会

普通株式 126,270 5.5 平成24年６月30日 平成24年９月３日 利益剰余金

　
２.基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

　
Ⅱ  当第３四半期累計期間（自  平成25年１月１日  至  平成25年９月30日）

１.配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年３月26日
定時株主総会

普通株式 241,060 10.5 平成24年12月31日 平成25年３月27日 利益剰余金

平成25年７月25日
取締役会

普通株式 126,269 5.5 平成25年６月30日 平成25年９月２日 利益剰余金

　
２.基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

　
(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第３四半期累計期間（自 平成24年１月１日 至 平成24年９月30日）及び当第３四半期累計期間（自

 平成25年１月１日 至 平成25年９月30日）

当社の事業は、潤滑油の販売並びにこれらに付帯する事業の単一セグメントであるため、記載を省略し

ております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第３四半期累計期間
(自 平成24年１月１日
 至 平成24年９月30日)

当第３四半期累計期間
(自 平成25年１月１日
 至 平成25年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 47円68銭 45円97銭

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益金額（千円） 1,094,799 1,055,495

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 1,094,799 1,055,495

普通株式の期中平均株式数（株） 22,958,189 22,958,143

（注）なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して

おりません。

　
(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　
２ 【その他】

 第37期（平成25年１月１日から平成25年12月31日まで）中間配当については、平成25年７月25日開催の取

締役会において、平成25年６月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中間配

当を行うことを決議いたしました。

 ①配当金の総額                               126,269千円

 ②１株当たりの金額                              ５円50銭

 ③支払請求権の効力発生日及び支払開始日  平成25年９月２日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

　公認会計士   宮   入   正   幸   印

指定有限責任社員
業務執行社員

　公認会計士   大   澤   栄   子   印

独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成２５年１１月１３日

ビーピー・カストロール株式会社

取締役会  御中

　

　

　
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている

ビーピー・カストロール株式会社の平成２５年１月１日から平成２５年１２月３１日までの第３７期事業年

度の第３四半期会計期間（平成２５年７月１日から平成２５年９月３０日まで）及び第３四半期累計期間

（平成２５年１月１日から平成２５年９月３０日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照

表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　
四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半

期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半

期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま

れる。

　
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表

に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ

ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお

いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され

た手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥

当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、ビーピー・カストロール株式会社の平成２５年９月

３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと

信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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